
 
 

令和 2 年 11 月 2 日  

医学教育分野別評価基準日本版 Ver.2.33 について  

 

 標記の件につきましては、下記の対照表のとおり、修正を行いました。  

 

記 

新（Ver.2.33）  旧（Ver.2.32）  

2.7 注釈  

 ［権限を有するカリキュラム委員会］は、（中略）カリキ

ュラム委員会は、教育方法、学修方法、学生評価およびコ

ース評価 /授業評価の立案と実施のために裁量を任され

た資源について配分を決定することができる。（領域 8.3

参照）  

 

 ［権限を有するカリキュラム委員会］は、（中略）カリキ

ュラム委員会は、教育方法、学修方法、学生評価およびカ

リキュラム評価の立案と実施のために裁量を任された資

源について配分を決定することができる。（領域 8.3 参

照）  

B6.3.1 

 適切な情報通信技術の有効かつ倫理的な利用と、それを

評価する方針を策定して履行しなければならない。（ B 

6.3.1） 

 

 適切な情報通信技術を有効かつ倫理面に配慮して活用

し、それを評価する方針を策定して履行しなければなら

ない。（B 6.3.1） 

Q6.3 

 医学部は、  

・教員および学生が以下の事項についての既存の ICT や

新しく改良された ICT を使えるようにすべきである。  

 

 医学部は、  

・教員や学生が以下の目的で新しい情報通信技術を活用

できるようにすべきである。  

Q6.3.2 

 情報の入手（Q 6.3.2） 

 

 情報へのアクセス（Q 6.3.2）  
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新（Ver.2.33）  旧（Ver.2.32）  

6.3 注釈  

 [情報通信技術の有効かつ倫理的な利用 ]には、図書館サ

ービスと共に（以下略）  

 

 [情報通信技術を有効かつ倫理面に配慮して活用 ]には、

図書館サービスと共に（以下略）  

6.3 注釈  

 [倫理的な利用 ]は、医学教育と保健医療の技術の発展に

伴い、（以下略）  

 

 [倫理面に配慮して活用 ]は、医学教育と保健医療の技術

の発展に伴い、（以下略）  

B6.4.3 

 研究の施設・設備と重要性を記載しなければならない。

（B 6.4.3）  

 

 大学での研究設備と研究の優先事項を示さなければなら

ない。（B 6.4.3） 

7.2 注釈  

 ［フィードバック］には、（中略）教員または学生による

不正または不適切な行為に関する情報も含まれる。  

 

 ［フィードバック］には、（中略）教員または学生による

医療過誤または不適切な対応に関する情報も含まれる。  

B8.4 

 医学部は、  

・以下を行うのに適した事務職員および専門職員を配置

しなければならない。  

 

 医学部は、  

・以下を行うのに適した事務組織および専門組織を設置

しなければならない。  

8.4 注釈  

 [事務職員および専門職員 ]とは、方針決定と方針ならび

に計画の履行を支援する管理運営組織の職位と人材を意

味し、（以下略）  

 

 [事務組織および専門組織 ]とは、方針決定と方針ならび

に計画の履行を支援する管理運営組織の職位と人材を意

味し、（以下略）  

 

以上 


